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令和５年11月

１

１．消費者行政予算の状況

（１）消費者行政予算の推移：令和５年度当初予算は前年度比増。

※ 当初予算ベース。
※ 平成26年度の補正予算以降、地方消費者行政活性化交付金（基金）から地方消費者行政推進交付金へ移行し、平成30年度当初予算以降は、地方消費者行政強化交付金へ移行しているため、 

「基金及び交付金」欄については、平成25年度までは基金のみの額、平成26年度から令和２年度までは基金と交付金の合計額、令和３年度からは交付金のみの額となっている（基金は令和２年度で活用終了） 。
（注１）平成23年度予算のみ最終予算ベース。

（単位：百万
円）

※令和４年度までは最終予算であり、令和５年度は当初予算である。

（２）消費者行政予算のない市区町村数：令和５年度は前年度比減。

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日）。

平成21年度 平成22年度
平成23年
度（注1）

平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 前年度差 増減率

14,530 19,472 20,708 19,409 17,961 17,770 17,510 17,774 18,470 17,000 17,693 18,327 18,222 18,658 19,364 706 3.8%

基金及び 1,417 7,215 6,986 5,679 4,963 5,118 4,914 5,784 6,161 4,165 3,640 3,506 3,287 3,168 3,215     47 1.5%

交付金 (9.8%) (37.1%) （33.7%） (29.3%) (27.6%) (28.8%) (28.1%) (32.5%) (33.4%） (24.5%) (20.6%) (19.1%) (18.0%) (17.0%) (16.6%)

自主財源 13,114 12,257 13,723 13,730 12,997 12,652 12,585 11,990 12,309 12,836 14,053 14,820 14,935 15,490 16,150 660 4.3%

(90.2%) (62.9%) （66.3%） (70.7%) (72.4%) (71.2%) (71.9%) (67.5%) (66.6%） (75.5%) (79.4%) (80.9%) (82.0%) (83.0%) (83.4%)

全自治体計

平成21年度 平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 前年度差

市区町村数 223 144 114 139 135 138 141 160 125 133 138 156 163 165 164 ▲ 1



（１）市区町村(政令市を除く。)における相談窓口（消費生活センターを含む。）の設置状況：センター設置率は前年比増。

令和５年11月

２．相談窓口の状況

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日） 。 ２

※「広域連携」は、広域連合、一部事務組合又はその他の広域的な連携により相談窓口（消費生活センターを含む。）を設置している自治体の数。

（２）消費生活センターの数：市区町村（政令市を除く。）は前年比増。

前年差 前年差 前年差

全自治体計 501 611 684 724 745 763 786 799 830 855 858 853 854 1 856 2 857 1

都道府県 123 116 113 110 106 103 102 97 94 88 88 86 86 0 86 0 86 0

 (うち　ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ数) (76) (69) (66) (63) (59) (56) (55) (50) (47) (41) (41) (39) (39) (39) (0) (39) (0)

政令市 26 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 28 26 ▲ 2 26 0 26 0

 (うち　ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ数) (8) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (8) (6) (▲2) (6) (0) (6) (0)

市区町村(政令市を除く。) 351 462 538 579 603 624 648 661 693 725 728 727 730 3 732 2 733 1

広域連合、一部事務組合 1 3 3 4 5 5 5 10 12 11 11 12 12 0 12 0 12 0

平成

29年

平成

31年

平成

26年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

令和５年令和4年令和3年令和

２年

平成

27年

平成

28年

平成

21年

平成

30年

令和3年 令和4年 令和５年

前年差 前年差 前年差

1,375 1,490 1,580 1,603 1,627 1,717 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 0 1,721 0 1,721 0

(77.6%) (86.1%) (91.4%) (93.1%) (94.5%) (99.8%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

379 525 636 725 773 814 862 932 1,019 1,084 1,083 1,095 1,116 21 1,118 2 1,132 14

(センター設置率） (21.4%) (30.3%) (36.8%) (42.1%) (44.9%) (47.3%) (50.1%) (54.2%) (59.2%) (63.0%) (62.9%) (63.6%) (64.8%) (65.0%) (65.8%)

うち単独設置 348 462 536 577 601 622 647 660 691 724 727 726 729 3 732 3 733 1

広域連携 31 63 100 148 172 192 215 272 328 360 356 369 387 18 386 ▲ 1 399 13

996 965 944 878 854 903 859 789 702 637 638 626 605 ▲ 21 603 ▲ 1 589 ▲ 14

うち単独設置 989 959 939 869 843 893 849 783 694 635 637 626 605 ▲ 21 603 ▲ 2 589 ▲ 14

広域連携 7 6 5 9 11 10 10 6 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0

396 241 148 119 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(22.4%) (13.9%) (8.6%) (6.9%) (5.5%) (0.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

1,771 1,731 1,728 1,722 1,722 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 1,721 0 1,721 0 1,721 0

（設置率）

（未設置率）

うち相談窓口設置

相談窓口未設置の市区町村数

(参考)市区町村数

相談窓口設置の市区町村数

うちセンター設置
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（１）消費生活相談員の配置：相談員数は前年比増。

３．消費者行政担当職員の配置状況

令和５年11月

３

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日） 。

※改正消費者安全法（平成28年４月１日施行）第10条の３に規定する登録試験機関による消費生活相談員資格試験に合格した者。

（２）消費者行政担当の事務職員の配置：事務職員数は前年比減。

前年差 前年差 前年差

　全　体 5,190 5,226 5,180 5,182 5,158 5,200 5,183 5,230 5,255 5,209 5,213 5,169 5,164 ▲ 5 5,166 2 5,161 ▲ 5

うち専任職員 1,494 1,570 1,588 1,560 1,528 1,531 1,497 1,489 1,478 1,440 1,413 1,389 1,356 ▲ 33 1,342 ▲ 14 1,362 20

うち兼務職員 3,696 3,656 3,592 3,622 3,630 3,669 3,686 3,741 3,777 3,769 3,800 3,780 3,808 28 3,824 16 3,799 ▲ 25

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

21年

令和５年平成

30年

平成

31年

令和３年 令和４年平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

令和

２年

前年差 前年差 前年差

2,794 3,138 3,313 3,381 3,362 3,337 3,359 3,384 3,421 3,424 3,379 3,324 3,335 11 3,313 ▲ 22 3,332 19

うち資格保有 2,138 2,325 2,484 2,561 2,542 2,605 2,651 2,692 2,691 2,784 2,770 2,672 2,646 ▲ 26 2,659 13 2,662 3

(76.5%) (74.1%) (75.0%) (75.7%) (75.6%) (78.1%) (78.9%) (79.6%) (78.7%) (81.3%) (82.0%) (80.4%) (79.3%) (80.3%) (79.9%)

- - - - - - - - 512 964 1167 1248 1,324 76 1,439 115 1,571 132

- - - - - - - - (19.0%) (34.6%) (42.1%) (46.7%) (50.0%) (54.1%) (59.0%)

うち資格未保有 656 813 829 820 820 732 708 692 730 640 609 652 689 37 654 ▲ 35 670 16

(23.5%) (25.9%) (25.0%) (24.3%) (24.4%) (21.9%) (21.1%) (20.4%) (21.3%) (18.7%) (18.0%) (19.6%) (20.7%) (19.7%) (20.1%)

平成

22年

令和５年平成

23年

平成

26年

令和４年平成

31年

平成

30年

令和３年平成

28年

平成

27年

平成

29年

平成

24年

　全　体

うち消費生活相談員

資格試験合格者※

平成

21年

平成

25年

令和

２年



（２）雇止めの規定等の有無：雇止めの規定等がある自治体は前年同。

４．消費生活相談員の処遇等の状況

（１）消費生活相談員の平均報酬額（１時間当たりの報酬単価）：平均報酬額は全体で前年比増。

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日） 。

令和５年11月

４

（単位：円）

※雇止めの規定等がある自治体：石川県金沢市

※「雇止め」：条例、規程等（人事等の内部規程を含む。）において、非常勤職員として任用する消費者行政担当者について任用回数に上限を設け、
上限を超えた場合には同一者を任用しないとする規定、若しくは同様の効果を持つ規定を置いている場合、又は一定の任用回数を超えた者を再度任用しない
人事慣行が確認される場合をいう。

※令和２年以降は、会計年度任用職員等の非常勤職員（委託を含まない）、賞与を含む。なお、賞与を含めずに算出した全体の平均報酬額は1,616円。
※全体には、広域連合及び一部事務組合を含む。



（１）相談・あっせん件数：相談件数、あっせん件数は前年度比増。

令和５年11月

５．事業の実施状況

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日） 。 ５

※あっせん：単なる事業者への連絡や取次ぎではなく、事業者との間に立って、解決策を提示することなどにより、解決することを指す。

（２）自治体職員、消費生活相談員の研修への参加：市区町村等の約64％で職員や相談員が研修に参加。

1,063,167 1,013,557 982,434 953,652 1,030,219 1,044,958 1,031,187 988,906 1,036,855 1,094,041 1,043,007 1,038,161 950,581 1,007,784 57,203

うちあっせん件数 73,610 73,000 70,471 71,790 82,493 86,303 86,316 86,633 86,072 84,084 93,658 93,271 85,386 101,352 15,966

（あっせんの割合） 6.9% 7.2% 7.2% 7.5% 8.0% 8.3% 8.4% 8.8% 8.3% 7.7% 9.0% 9.0% 9.0% 10.1% 1.1

404,624 361,013 330,690 305,641 317,264 309,448 300,208 277,039 275,778 269,173 256,992 262,319 236,475 249,225 12,750

うちあっせん件数 20,591 19,148 17,669 17,432 19,237 20,275 18,540 17,790 17,727 15,804 17,235 17,772 16,122 20,186 4,064

（あっせんの割合） 5.1% 5.3% 5.3% 5.7% 6.1% 6.6% 6.2% 6.4% 6.4% 5.9% 6.7% 6.8% 6.8% 8.1% 1.3

182,369 187,135 189,889 181,143 199,389 200,419 197,733 190,978 192,870 194,949 188,139 184,448 167,682 179,592 11,910

うちあっせん件数 12,244 13,907 13,258 12,255 12,878 12,386 12,451 12,525 12,176 11,305 11,421 10,796 10,498 13,163 2,665

（あっせんの割合） 6.7% 7.4% 7.0% 6.8% 6.5% 6.2% 6.3% 6.6% 6.3% 5.8% 6.1% 5.9% 6.3% 7.3% 1.1

476,174 465,409 461,855 466,868 513,566 535,091 533,246 520,889 568,207 629,919 597,876 591,394 546,424 578,967 32,543

うちあっせん件数 40,775 39,945 39,544 42,103 50,378 53,642 55,325 56,318 56,169 56,975 65,002 64,703 58,766 68,003 9,237

（あっせんの割合） 8.6% 8.6% 8.6% 9.0% 9.8% 10.0% 10.4% 10.8% 9.9% 9.0% 10.9% 10.9% 10.8% 11.7% 1.0

平成

25年度

全自治体計

都道府県

平成

28年度

平成

29年度

政令市

市区町村等

平成

22年度

平成

23年度

平成

24年度

平成

21年度

平成

30年度

平成

26年度

平成

27年度
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２年度

前年度

差

令和

３年度

令和

元年度

令和

４年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

前年度

差

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

前年度

差

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

前年度

差

研修参加自治体数 47 46 47 47 47 0 20 20 20 20 20 0 1,236 1,184 1,086 1,076 1,112 36

研修不参加自治体数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 545 643 653 617 ▲ 36

参加自治体数の割合 100.0% 97.9% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0 71.5% 68.5% 62.8% 62.2% 64.3% 2.1%

都道府県 政令市 市区町村等



令和５年11月

５．事業の実施状況

※ 赤枠内は「令和５年度 地方消費者行政の現況調査」の調査結果（調査時点は４月１日） 。

６

（３）講習等（シンポジウムやセミナーを含む。）・出前講座の実施：全ての都道府県で講習等を開催。

（４）地域サポーター、消費生活協力団体、消費生活協力員の活用状況：消費生活協力団体、消費生活協力員は前年同。

地域サポーターは前年比減。

174 176 175 ▲ 1 122 122 122 0 122 144 144 0

26 26 26 0 2 2 1 ▲ 1 3 3 3 0

14 14 14 0 1 1 1 0 1 2 2 0

134 136 135 ▲ 1 119 119 120 1 118 139 139 0

令和
5年

前年度差

全体 全体 全体

地域サポーター（自治体数） 消費生活協力団体（自治体数） 消費生活協力員（自治体数）

令和
３年

令和
４年

令和
5年

前年度差
令和
３年

令和
４年

令和
5年

前年度差
令和
３年

令和
４年

市区町村

都道府県 都道府県 都道府県

市区町村 市区町村

政令市 政令市 政令市



地方消費者行政強化作戦2020

 第４期消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安
心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し策定（対象期間は、令和２～６年度）

 地方の自主性・自立性が十分発揮されることに留意しつつ、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じて、地方における
計画的・安定的な取組を支援

 毎年度、進捗状況の検証・評価を行うなど、PDCAによる進捗管理を徹底

＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

【消費生活センターの設置促進】

 １－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

 【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

 ２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

 ２－２ 相談員資格保有率75％以上

 ２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

 ２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標３＞消費者教育の推進等

【若年者の消費者教育の推進】

 ３－１ 消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での

実践的な消費者教育の実施

 ３－２ 若年者の消費者ホットライン188の認知度30％以上（全国）

 ３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

 【地域における消費者教育推進体制の確保】

 ３－４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進（全都道府県、

政令市）

 ３－５ 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計

画の策定（都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの

割合50％以上）

趣旨

政策目標

令和２年４月
消費者庁

都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

 ３－６ 講習等 （出前講座を含む）の実施市区町村割合75％以上

【SDGsへの取組】

 ３－７ エシカル消費の推進 （全都道府県、政令市）

 ３－８ 消費者志向経営の普及・推進 （全都道府県）

 ３－９ 食品ロス削減の取組の推進（全都道府県、政令市）

＜政策目標４＞ 高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動

の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】

 ４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

【地域の見守り活動の充実】

 ４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用

する市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

    ４－３ 見守り活動を通じた消費者被害の未然防止、拡大防止

＜政策目標５＞特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団

体の活動の充実

＜政策目標６＞法執行体制の充実 （全都道府県）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

  【地方版消費者基本計画】

    ７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

  【消費者行政職員】

 ７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上（各年度） ７



地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状

（令和５年度現況調査 R5.4.1時点 ）

本資料は、令和２年４月に消費者庁が策定した「地方消費者行政強化作戦2020」について、主な政策目標の現状を整理した参考資料である。な
お、 「地方消費者行政強化作戦2020」では、政策推進に当たって前提となる体制整備状況等を中心に目標を設定していることから、当該目標の達
成に加えて、各地方公共団体において実効性のある取組が進められることが重要である。

※ただし、令和６年４月末日時点までに一部更新したデータが含まれる。



＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

８
※赤色表示は未達成都道府県

【消費生活センターの設置促進】

１－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

28/47都道府県で達成済み



＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

43/47都道府県で達成済み ９

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

※赤色表示は未達成都道府県



30/47都道府県で達成済み

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－２ 相談員資格保有率75％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

10
※赤色表示は未達成都道府県

目標値
75％



4/47都道府県で達成済み

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

11
※赤色表示は未達成都道府県

目標値
100％



22/47都道府県で達成済み

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

12

※赤色表示は未配置都道府県

北海道 〇 東京都 滋賀県 〇 香川県
青森県 〇 神奈川県 〇 京都府 〇 愛媛県
岩手県 新潟県 大阪府 〇 高知県
宮城県 〇 富山県 兵庫県 〇 福岡県
秋田県 石川県 〇 奈良県 佐賀県 〇
山形県 〇 福井県 和歌山県 〇 長崎県 〇
福島県 〇 山梨県 〇 鳥取県 熊本県
茨城県 〇 長野県 島根県 〇 大分県
栃木県 〇 岐阜県 〇 岡山県 宮崎県 〇
群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県
埼玉県 愛知県 〇 山口県 沖縄県
千葉県 三重県 徳島県 〇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定消費生活相談員の配置（全都道府県）



【若年者の消費者教育の推進】

３－２ 若年者の消費者ホットライン１８８の認知度 30％以上（全国）

３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

＜政策目標３＞消費者教育の推進

若年者の消費生活センターの認知度

15～19歳の「消費生活センター」
の認知度（※）は、62.0％

若年者の消費者ホットライン188の認知度

（出典）令和４年度第６回消費生活意識調査（2023年２月実施）

15～19歳の「消費者ホットライン１８８」
の認知度（※）は、51.6％

13

問１．地方公共団体では、商品の購入やサービスの提供に伴う契約等でトラ
 ブルや被害に遭った場合に相談できる窓口を設置しています。
    あなたは、このような「消費生活相談」に関する組織やサービスを知って

   いましたか。それぞれについて、当てはまるものを一つずつお選びください。 
「消費者ホットライン１８８」

（出典）令和４年度第６回消費生活意識調査（2023年２月実施）

問１．地方公共団体では、商品の購入やサービスの提供に伴う契約等でトラ
ブルや被害に遭った場合に相談できる窓口を設置しています。

あなたは、このような「消費生活相談」に関する組織やサービスを知って
 いましたか。それぞれについて、当てはまるものを一つずつお選びください。 
「消費生活センター」

※認知度は、「名前と内容を知っていた」及び「名前は知っていた」と回答した割合の合計としている
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5000 25.9 49.6 24.4

男性 2408 24.5 49.2 26.3

女性 2592 27.2 50.1 22.7

１０代 260 18.5 43.5 38.1

２０代 532 15.0 33.8 51.1

３０代 627 17.5 45.3 37.2

４０代 827 20.1 48.9 31.1

５０代 758 24.9 53.6 21.5

６０代 718 29.4 59.5 11.1

７０代以上 1278 38.5 52.3 9.2

全　　　体

性

別

年

代

　

　

該

当

数

名

前

と

内

容

を

知
っ

て

い

た

名

前

は

知
っ

て

い

た

知

ら

な

か
っ

た

5000 7.2 23.7 69.1

男性 2408 7.6 22.7 69.7

女性 2592 6.9 24.7 68.4

１０代 260 16.2 35.4 48.5

２０代 532 7.7 23.1 69.2

３０代 627 7.3 19.3 73.4

４０代 827 5.6 18.0 76.4

５０代 758 5.0 19.3 75.7

６０代 718 6.0 23.3 70.8

７０代以上 1278 8.1 30.4 61.4

全　　　体

性

別

年

代
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＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】
４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

20/47府県で達成済み

目標値
50％

※赤色表示は未達成都道府県

（2024年4月末現在）
14



【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用する市区町村の都道府県

内人口カバー率50％以上

＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実

3/47都道府県で達成済み 15※赤色表示は未達成都道府県
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【地方版消費者基本計画】

７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

地方版消費者基本計画の策定

都道府県 33/47都道府県で策定済み

政令市 14/20政令市で策定済み
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1/47都道府県で達成済み

【消費者行政職員】

７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

17
※赤色表示は未達成都道府県



地方消費者行政の持続的な充実・強化に向けた重層的な対策
令和５年度補正予算・令和６年度当初予算額 114.5億円

孤独・孤立対応
など、見守り力の

強化
デジタル化・
自治体連携

相談員の担い手
確保、力を発揮
できる環境づくり

地域における
協働の促進

消費生活相談のサービス向上の取組

○地域の特性に応じた
・重要消費者施策への取組
・基礎的な相談体制整備

○全国共通の課題への対応

○消費生活相談のデジタル化、
サービス向上への取組
・システム基盤の整備
・業務基盤の整備

○地域のトップランナーの創出

地方公共団体の自主財源による取組○自主財源に裏付けられた
安定的な地方消費者行政

地方消費者行政強化交付金による支援
16.5億円（17.5億円）

消費生活相談のデジタル化、
サービス向上への取組
31.7億円（33.7億円）

地方消費者行政人材育成
0.5億円（0.6億円）

先進的モデル事業
0.9億円（1.1億円）

モデル事業として、民間事業者等と地方
公共団体が連携して実施

消費者庁・国民生活センターによる取組
及び地方公共団体の取組の支援

【事業イメージ】
・孤独・孤立化する消費者対応事業
・デジタル技術を活用した相談業務に関する
実証事業等

・消費生活相談員担い手確保事業
・消費生活協力員・協力団体養成事業

【国民生活センター運営費交付金】
・国民生活センターの機能充実
・システム基盤の整備
相談支援システム・消費者向けFAQサイトの構築 等

・業務基盤の整備
デジタル研修の拡充、新たな業務フローの整備等

【主な事業メニュー】
・新システムへの円滑な移行に向けた環境整備
・消費生活相談員が活躍できる環境整備
（主任消費生活相談員の配置・キャリアアップ支援等の処遇改善、
メンタルケア）
・消費生活相談のデジタル化、自治体連携
・消費者志向経営、エシカル消費、食品ロス削
減、見守りネットワーク等の推進 等

※令和５年度補正予算 50.0億円

※令和５年度補正予算 15.0億円

18



 地方公共団体の自主財源は増加傾向（地方交付税措置は259億円（令和５年度））。

地方消費者行政予算の推移

（注１）地方交付税措置は、国から地方に交付される普通交付税（単位費用）における消費者行政経費
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 高齢者や障がい者等を見守る地域の様々な主体が消費生活上の安全に気を配り、何かあったときに消費生活セン
ター等につなぐ体制の構築が消費者被害の防止に有効。

 消費者安全法（2014年改正）により、地方公共団体は地域で活動する多様な主体を構成員とした消費者安全
確保地域協議会を設置し、特に配慮を要する消費者の見守り等の取組を行うことができることとされ、同地域協議
会を設置している地方公共団体は497団体まで増加（2024年4月末時点）。

設置自治体数 総自治体数

全て 497 1788

うち都道府県 27 47

うち５万人以上 217 520

うち５万人未満 253 1221

消費者安全確保地域協議会設置数の推移

（図表２）消費者安全確保地域協議会設置自治体の内訳
（2024年４月末）

（図表１）消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）
設置自治体数

（団体数）

（年月）

（備考）地方公共団体から2024年４月末日までに消費者庁に対して設置報告のあった協議会（広域連携による設置を含む。）
20



重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について
    令和３年10月 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 消費者庁地方協力課長 通知抜粋

１  重層的支援体制整備事業における消費者被害防止に向けた取組
重層的支援体制整備事業おいては、地方公共団体における包括的な支援体制の構築に向けて、以下のような相互の日常的な連携を構

築することが望ましいことから、地方公共団体の民生主管部と消費者行政担当部局が積極的に連携し、消費者被害の防止に向けて取り組

むこと。

その際、重層的支援体制整備事業に消費者行政担当部局が関与し、見守りネットワークとしても一体として運用することにより、効率的・効

果的かつ実効性のある取組とすること。

・ 従来の支援体制では対応が難しい複雑化・複合化した事例については、多機関協働事業者や包括的相談支援事業者と情報共有し、必要

に応じて連携して支援すること（見守りネットワークと一体的な運用であれば、本人同意を得ていない場合でも情報共有が可能）。

・ 課題が顕在化していない状態であっても、地域住民の抱える課題の端緒となる事象等を把握した場合には、包括的相談支援事業者や多

機関協働事業者に情報提供し、必要に応じて連携して支援すること。

・ アウトリーチ等を通じた支援の強化が必要と思われる事例については、アウトリーチ支援事業者に情報提供し、必要に応じて連携して支援

すること。

・ 多機関協働事業者や包括的相談支援事業者、アウトリーチ支援事業者等においては、支援を実施する中で、消費者の安全確保に向けた

支援の必要が生じた場合には、担当部局に情報提供し、必要に応じて連携して支援を行うこと。

・ 民生主管部や多機関協働事業者においては、消費者被害の防止に向け、必要に応じて消費者行政担当部局に対して参画を依頼するとと

もに、当該部局においては積極的に協力すること。同様に、民生主管部においては、見守りネットワークへの参加を求められた場合におい

ては、積極的に協力すること。

なお、重層的支援会議・支援会議については、その目的や内容に応じて、開催頻度や開催方法が決定されることとなるが、見守りネット

ワークの会合と組み合わせて開催することも可能である。

２ 相互理解の促進
重層的支援体制整備事業は、消費者被害防止施策と相互に密接した関係にあり、消費者被害の防止は、財産の権利擁護という福祉の

目的の一部でもある点に留意し、部局間や支援関係機関間の相互理解を深めるため、相互に日常的な連携（双方の制度を理解するための

研修の実施、情報共有の機会や連絡調整担当の設定等）を確保するよう努めていただきたいこと。

都道府県については、市町村における重層的支援体制整備事業を含む地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制

の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供等の援助を行う責務を有していることを踏まえ、研修の実施や支援関係機

関間のネットワーク構築支援等の必要な支援を継続的に行うとともに、連携事例等に関する情報について、各都道府県域内での共有に努め

ていただきたいこと。 21
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【役割】

②消費者への迅速な注意喚起

全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集
（相談は主に電話にて受付）

ＰＩＯ－ＮＥＴの概要 現状

検討の方向性

③法執行の端緒

④立法政策の根拠（立法事実）

相談情報
入力

国民生活センター
ＰＩＯ－ＮＥＴ

＜約90万件/年＞

①相談現場における助言・あっせん

•相談情報の入力に時間がかかる
• テレワークに対応できない 相談員

•平日の昼間に電話する時間がない
• スマホで解決策を調べたい

消費者

多様な相談者のニーズに対応
（ＦＡＱ・ウェブサイト充実、オンライン相談など）

相談員の負担軽減、業務の高度化
（相談支援システム、音声入力機能、テレワーク対応など）

AIなどによる相談データの分析強化・有効活用

消費者ホットライン１８８
消費生活相談のサービス向上への取組

＜スケジュール＞

2026年度
⇒10月に新システムに切替

(現行システムは９月に終了)

2023・24年度
•アクションプラン2023
•新システム基盤の整備
•業務基盤の整備

2025年度
•新システム業務研修

消費生活センター設置
 1,132自治体

消費生活相談員数
3,332人

（60代：40%、70代：8%）

消費生活相談のデジタル化について

23

2021・22年度
・消費生活相談DXの方向性検討

（アドバイザリー・ボードでの検討）
・アクションプラン2022
・新システムの試作版の試行



X３.1 多面的な分析からのDXの方向性 2040年の未来像

24

●人口規模が小さい地方公共団体ほど人口減少率が高くなり、４割が単身世帯となる可能性がある。
●地方で先行して更なる高齢化が進み、大都市圏でも当面、高齢者人口数が大きく増加する。
●社会保障の担い手が減少し、社会保障の維持や財政健全化に対し影響が及ぶ。
●地方行政では、更に少ない職員での行政運営が必要になる可能性がある。
●社会保障に係る経費や老朽化した公共施設等の更新に要する費用の増大が想定される。

「平成27年版 厚生労働白書」、「自治体戦略2040構想研究会第８回事務局資料」、
「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2018（平成30）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）よりPTが作成

人口、社会保障、地方行政

社会、技術、国際
●人間らしさを再考し、多様性を認め共生する社会が目指される。
●リアルとバーチャルの調和が進んだ社会が目指される。
●人間機能の維持とデジタルアシスタントとの融合による「個性」が拡張した社会が目指される。
●カスタマイズと全体最適化が共存し、人間らしく生き続けられる社会が目指される。
●新型コロナウイルスの感染拡大により、人の移動も停滞する中で、国境を越えた交流による付
●加価値の追求は、デジタル分野に重心を移動していくことが想定される。

「令和２年度版科学技術白書」、「通商白書2020」よりPT作成

消費生活相談

→時間
― 行政サービス ―行政需要

●社会経済が一層高度化・複雑化、デジタル化し、既存の概念を超えた商品・サービスが増加する可能性がある。
●グローバル化が進み、国境を越えた消費が増加する可能性がある。
●高齢化が更に進み、また消費者自身による解決が難しい問題が増加し、相談需要が高まる可能性がある。
●消費生活相談業務に投入する人・もの・金が一層限られるおそれがある。

← 限界点

行政需要に対して、提供できる行政サービスが追い付かなくなるおそれ

「消費生活相談デジタル・トランス
フォメーションアクションプラン2022・2023」より



X
消費生活相談のデジタル化の取組状況

DX後のサービス・業務イメージ
消費者向けFAQ（自己解決支援） ナレッジ（相談員向けFAQ）の整備

現
状

解決方法をWebで調べても見つからない。
消費者庁、国民生活センター、各自治体のホームページ
に注意喚起があるが、どれを見ればよいかわからない

現
状

相談処理の情報収集にあたり、紙のマニュアルや研修資
料、PIO-NET等から必要な情報を自分で探し出す必
要がある

Ｄ
Ｘ
後

ポータルサイトにFAQを掲載し、消費者の自己解決を支
援。
2023年４月より、先行的な実証実験として、「消費者ト
ラブルFAQサイト」を国民生活センターにて開設

D
X
後

相談の大まかな内容を入力すると、ナレッジ（相談員向
けFAQ）が自動で表示。
相談員の負担が軽減され、相談対応の質が向上

解決方法が載っている
サイトはどれだろう？

困ったときは
このサイトを見よう！

※2021・22年度のプロトタイプ（新システムお試し版）等を踏まえたイメージ 25

紙の資料とPC画面を
行ったり来たり…

ぴったりのナレッジが
自動で表示された！

「消費生活相談デジタル・トランス
フォメーションアクションプラン2022・2023」より



X

２．多面的な分析からのDXの方向性 将来像からの再構築が必要
現状分析

• 消費者トラブルとは関係のない相談が寄せられる
• 相談対応に参考となる資料がバラバラで探しにくい
• あらゆる相談に対応しなければならず、自己研鑽が欠か
せない

• 相談情報の入力負担が大きい
• 専用端末がインターネットに接続できない
• 専用端末、固定電話でしか相談対応できないので職
場に行かないといけない

• 相談情報の入力に、きめ細かいルールがあり、負担感が
ある

• 相談員の担い手、成り手がおらず、困っている
• 相談員が入力した相談情報を確認し、決裁するのが大
変

• 個人情報の取扱いを慎重にしないといけない
• 予算を確保しないといけない
• 併任・兼務で、職員の体制が不十分なところもある

• 相談で、どのようなサービスが受けられるのか、わかりにく
い

• 相談受付時間中に相談する時間が確保できない
• 特に都市部は電話がつながりにくい
• メール、SNSなどのデジタルチャネルに対応していない
• 解決方法をwebで調べたが見つからない

• 消費生活センターごとに業務方法にばらつきがあり、全て
の要望を聞くのは難しい

• 消費者庁や報道機関などから正確なデータの提供を求
められる

• 入力された相談情報のデータ補正に負担感がある
• データ利活用などの教育・訓練に時間を割けない

• 相談の最近の傾向を迅速に把握できない
• 政策の裏付けとなる相談情報の正確なデータがほしい
• 法執行の裏付けとなる相談内容の詳細な情報がほしい
• 検索・集計がわかりにくく、使いこなせない
• 検索・集計の習熟機会が乏しい

相談員 消費者

消セン
職員

消費者庁

国セン

DXを進めるに当たって

 機械でもできることは機械にやってもらい、人の業務の負担軽減や高度化（人がやるべきことにより注力）を図る
 現状を前提としてスタートせずに、将来像から現実に照らしてサービス・業務を再構築する

関係者ごとに視点の異なる課題が記載できないほど存在し、複雑に絡み合っている

「消費生活相談デジタル・トランス
フォメーションアクションプラン2022・2023」より
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X

人による助言、あっせん等による支援
（消費生活センター、国民生活センター等）

DX後のサービス全体俯瞰図

パソコン・スマホを
活用している消費者

パソコン・スマホが
苦手な消費者
（特に、見守りが
必要な高齢者等）

消費者

自己解決を支援する
情報の提供

丁寧かつ積極的な支
援、見守り

悪質事業者、
問題のある商品・
サービス

消費者トラブルの自己解決の支援

注意喚起
（消費者が正しい判断ができる情報、自立を支援）

情報収集

電話相談

AIによる助言

相談員による
助言、あっせん

現場の声（提案）

分業、組織的
な対応、

組織間の連携

Webサイトでの情報提供

自己解決できない
トラブル等の相談

（Web相談・電話相談）

ナレッジ、ツール等の整備
（国民生活センター）

公開用FAQ

業務支援
システム、
シフト管理

法執行、政策立案
（中央省庁、地方公共団体等）

外部・内部向けFAQ、教育教材、
相談支援ツール等の整備

情報提供
資料作成

法執行、政策立案の
ためのデータ活用

対象者ごとの適切なサービスの提供 人でしかできないことへの集中 データの整備と有効活用

ナレッジ
整備

報道機関・メディアの利用

SNSの利用と拡散

相談履歴の登録・参照

検索・質問の履歴、
FAQの評価結果

各種データの一元管理、
データの活用

AIを活用した端緒
情報の早期発見等

指導、処分

民間事業者

商品・サービスの健全な取引

消費者被害の未然防止、
被害最小化

市区町村

都道府県

国セン

困ったときに寄り添うセーフティネット

健全な経済社会活動の下支え

相談員用FAQ
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